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4.公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

4.3.公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

（８）脱炭素化の推進方針 

  「地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定）」及び「第２次川口市地球温

暖化対策実行計画」を踏まえ、公共施設等の維持管理、改修等に合わせて再生可能エネ

ルギーの導入や省エネルギー化を推進するなど、“2050 年までに温室効果ガス排出実質

ゼロ”の実現に向けて、施設の脱炭素化に取り組んでいきます。 
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